
1 

 

守谷市シニアボランティアポイント制度の再開について 

 

はじめに 

ボランティア活動は社会貢献の重要な手段として、様々な分野で展開されて

いる。当市では、高齢者のボランティア活動を通した介護予防を促進するため、

平成３１年４月から「介護ボランティアポイント制度」として事業を開始した。しか

し、令和２年４月から新型コロナウイルス感染症に伴い、感染予防・対策のため、

事業を休止することとなっている。 

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が、感染症法第２類感染症から第

５類感染症に変更されたことにより、事業再開するべく準備を進めるとともに、制

度の見直しを行い、守谷市シニアボランティアポイント制度（以下、制度という。）

と名称も変更することとなった。 

 

制度の概要 

～市民～ 

市の開催する「ボランティア講座」に参加し、「ボランティア活動保険」に加入

したのち、健幸長寿課へ登録申請し、「ボランティア手帳」の交付を受ける。 

制度の登録期間は、登録申請日から年度末（３月３１日まで）となっており、活

動を希望する者は毎年度「ボランティア活動保険」に加入とともに、登録申請を

行う必要がある。 

ボランティア活動１時間に対し、１ポイント付与。（１日の上限を２ポイント。年度

内上限は５０ポイントとする。） 

～事業所～ 

市からの事業説明を受けたのち、市へ受入施設登録を行う。ボランティア活

動のついては、「ボランティア活動保険」の対象内として、専門性の伴うものや、

危険性を伴うことは実施しない。また、適宜必要な指示や管理を実施したのち、

ボランティア活動報告を健幸長寿課へ行う。 
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制度の変更点 

 名称の変更 

守谷市シニアボランティアポイント制度（旧：守谷市介護支援ボランティア

ポイント制度） 

 参加者年齢の引き下げ 

６５歳以上から６０歳以上へ変更。 

 活動場所の拡大 

介護保険・福祉施設に障がい者・児施設を追加 

 

ボランティアポイントの交換について 

１ポイントを１００円として、最大５，０００円（５０ポイント）まで奨励金を受け取

ることができる。５０ポイントに満たない場合でも、ポイント数に１００を乗じた金額

を奨励金として受け取ることができる。なお、奨励金は、市を介して守谷市社会

福祉協議会の実施する「善意銀行」へ寄付することもできる。 

 

再開までのスケジュール 

 ８月 ９月 １０月 １１月 随時 

市民 ― 

広報もりや 

講座参加

者募集 

講座実施 

（１０月５

日） 
ボランティ

ア活動 

開始 

奨励金 

交換 

事業所 
受入施設

ヒアリング 

ボランティ

ア受入リス

ト作成 

受入施設 

登録 
報告 

 

令和元年度（平成３１年度）に登録した方の取扱いについて 

令和元年度末での登録者は３７名であり、うち１７名がボランティア活動を実

施した。令和元年度に登録した方については、個別に通知を送付し「ボランティ

ア講座」への参加を募る。 
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ボランティア講座について 

ボランティア講座は、令和５年１０月５日（水）に開催。当日、参加できない者

については健幸長寿課の作成したボランティア講座の動画（YouTube 等）を

視聴する視聴講座に参加してもらう。 

～動画の内容～ 

 シニアボランティアポイント制度について（健幸長寿課説明） 

 ボランティア活動の留意点（やまゆりの郷 田中施設長説明） 

 障がいサービスのボランティアについて（ZeroＰｏｉｎｔ 小田管理者説明） 

 ボランティア活動保険について（社会福祉協議会説明） 

 

ボランティア受入施設について 

現在８事業所（介護関係６事業所・障がい関係２事業所）がボランティア活動

について受入を予定。９月中に８事業所へヒアリングを行い、「ボランティア活動

リスト」を作成し、１０月５日のボランティア講座にて配布。 

受入施設については、１０月中に市へ登録申請を済ませ、スタンプや活動台

帳を配布し、受入体制を整備する。 

 

ボランティア活動について 

ボランティア登録者（以下：活動者という。）は、健幸長寿課の作成した「ボラ

ンティア活動リスト」を基に、活動内容や時間帯など希望する受入事業所へ各々

が連絡し、活動を行う。 

ボランティア受入事業所は、活動者の安全に配慮し、活動内容における必要

な指示、または監督を行うとともに、活動者の活動時間に応じた、ボランティアポ

イント手帳にスタンプを押印し、毎月末に活動内容とポイント付与状況を市へ報

告する。 

なお、活動者と受入施設との調整が難しい場合にのみ、健幸長寿課で仲介し、

調整する。 

１０月５日のボランティアポイント講座には２６名が参加し、うち１８人が制度に

登録した。 
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今後の流れ 

ボランティア受付開始日に健幸長寿課から活動者へメールを配信し、活動者

から受入施設へボランティアの申し込みを行い、ボランティア活動を実施する。 

年内中に、健幸長寿課職員が現場に赴き、ボランティア活動の様子を伺いつ

つ、活動者、受入施設の状況を確認する。 

必要に合わせ、ボランティア講座の動画視聴会を開催し、新規の活動者を増

やすとともに、受入施設の拡大を行う予定。 

また、活動者・受入施設をメーリングリスト化し、月に１回程度メールを送信し、

活動実績や、ボランティア受入募集を配信する予定。 


